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はじめに

　2018年５月に施行された「医療分野の研究開発に
資するための匿名加工医療情報に関する法律（次世
代医療基盤法）」は、同法附則の施行後５年の見直
しの規定に基づく次世代医療基盤法検討ワーキン
ググループでの議論を経て、改正法が2023年５月に
公布された。改正点となる「１．仮名加工医療情報
の利活用に係る仕組みの創設」「２．NDB等の公的
データベースとの連結」「３．医療情報の利活用推
進に関する施策への協力」の３点は、いずれも医療
情報を利用した研究開発を促進する内容であり、今
後の利用拡大が期待される１）。一方で、今回の改正
により解決した問題は、ワーキンググループ内で議
論された多様な事項の限られた部分に留まってお
り、本邦において医療情報の利用を円滑に行う仕組
みを構築するためには、各ステークホルダーの継続

した議論が改正後も必要となると考える。本稿で
は、今後検討が必要となることが想定される論点に
関して、今回の改正を踏まえた情報の流れと対応さ
せて整理を行う。
　図１に次世代医療基盤法における情報の流れ
と、本稿での論点整理に利用する情報の流れに基
づいた５つの分類を示す。図中の「① 情報の生
成」は、国民の医療情報を医療機関や自治体が入
手する際の情報の流れ、「② 情報の集約」は、医
療機関や自治体が保有する情報を次世代医療基盤
法の認定匿名加工医療情報作成事業者又は認定仮
名加工医療情報作成事業者（本稿では、以下「認
定作成事業者」とする）が入手する際の情報の流
れ、「③ 加工医療情報の提供」は、認定作成事業
者から学術機関や民間企業に匿名加工医療情報又
は仮名加工医療情報を提供する際の情報の流れ、
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１）内閣府、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律の一部を改正する法律案の概要、https://
www.cao.go.jp/houan/pdf/211/211_3gaiyou.pdf

Opinion

https://www.cao.go.jp/houan/pdf/211/211_3gaiyou.pdf
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/211/211_3gaiyou.pdf
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「④ 成果の創出」は、医療情報から得られた研究
成果の社会還元と分類し、その他の制度全体の最
適化や情報の適正利用に関する事項を「⑤ 制度全
体」として整理する。
　各論に先立ち、本改正案が提示された第７回の
ワーキンググループと、ワーキンググループを設
置した会議体である健康・医療データ利活用基盤
協議会、国会審議の過程で論点となった事項を、
上記の分類に紐づけて集計した結果を表１に示
す。これらの会議で言及された事項は、改正前か
ら生じている課題の是正に関する意見や、改正後
の対応に関する意見が主であり、情報の流れの全
体において満遍なく意見が出されたことが分か
る。特に、認定作成事業者に対する提供可能デー
タの拡充や情報の信頼性の確保に向けた要望、国
民や医療機関・自治体の制度理解向上のための広

報活動の要望など、今回の改正に含まれなかった
点に関しても多くの委員や議員が論点としてお
り、継続した検討が望まれる。
　次の項から、次世代医療基盤法の下で、医療情
報の利用がより活性化するための継続的な検討の
論点整理の参考とするために、今回の改正点を踏
まえた現状と課題を提示し、医薬品開発や医療政
策における医療情報を用いた意思決定の促進を望
む立場として、過去の会議体等の記録を踏まえ、
筆者が望ましいと考える方向性を制度における情
報の流れに沿って示す（表２）。各項目は、表１で
紹介した発言内容をはじめとした今回の法改正の
過程で行われた議論に基づき検討を続けていく必
要があると考えられる論点に加え、政府が進める
医療分野での DX 推進と将来的に関連していくと
考えられる項目を選択した。

表１　次世代医療基盤法改正案に対する意見

主な発言内容発言者割合論点
• 医療情報提供への納得性や提供意識向上のための広報活動の必要性
• 仮名加工医療情報利用のオプトアウト方法、国民周知の徹底①情報の生成

• 制度の理解促進と参加機関を増加するための体制整備
• 情報提供の負担軽減、制度参加に対するインセンティブの設計②情報の集約

• 提供データの拡充（画像・非構造データ等）、仮名加工の指針策定
• 認定作成事業者の経営状況の改善、経済合理性の確保③加工医療情報の提供

• 現行の次世代医療基盤法の利用数が少ないことの原因追究
• 仮名加工医療情報利用の認定基準（安全管理措置、外国法人等）④成果の創出

• 情報漏洩や不適切利用の監視体制、罰則の強化
• 他の医療データ政策との整合性の確保、グランドデザインの統一⑤制度全体

（%）0 20 40 60 80
ワーキンググループ/健康・医療データ利活用基盤協議会 国会

第７回 次世代医療基盤法検討ワーキンググループ、第８回 健康・医療データ利活用基盤協議会、衆議院 内閣委員会（４月
12日）、参議院 内閣委員会（５月16日）、において、次世代医療基盤法改正案に対する意見（改正案の説明を求めたものを除
く）を含む発言を行った30人の発言を医薬産業政策研究所において６種類の論点に分類した。同一の人物が同じ論点で複数
の意見を述べた場合は、各論点で１回の発言として集計した。
出所：衆議院 内閣委員会、参議院 内閣委員会、ワーキンググループ等での質疑を基に医薬産業政策研究所にて作成

表２　本稿で扱う論点

①情報の生成

①-1 情報提供者の権利保護
①-2 情報利用の透明性
①-3 情報提供状況の管理

②情報の集約

②-1 認定事業者の在り方
②-2 医療情報提供の促進
②-3 情報の標準化
②-4 情報の種類の拡大

③加工医療情報の提供

③-1 情報利用の方法
③-2 利用手順の簡易化
③-3 利用者の管理

④成果の創出

④-1 薬事申請での利用
④-2 成果の国民への還元
④-3 利用数の増加

⑤制度全体

⑤-1 制度の最適化
⑤-2 不適正利用への対応
⑤-3 人材と資金の確保
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①　情報の生成

　①－1　情報提供者の権利保護

　現状と課題

　医療情報を研究に利用する際の最も大きな課題
として取り上げられる事項が、情報提供者の権利
保護の論点であり、次世代医療基盤法に限らず医
療情報を利用する様々な場面で検討が行われてい
る。次世代医療基盤法では、一定の要件（書面を
用いた通知等）を満たす丁寧なオプトアウト（あ
らかじめ通知を受けた本人又はその遺族が停止を
求めないこと）により、医療機関等から認定作成
事業者へ要配慮個人情報である医療情報を提供す
ることが可能となっており、認定作成事業者を介
することで、オプトイン（あらかじめ本人が同意
すること）を必要とせずに医療情報を研究に利用
することが可能となる。医療情報が研究に利用さ
れる際の提供者の関与の要否は、利用される情報
から提供者個人が特定可能か否かという観点で判
断され、個人識別符号に該当する全エクソーム
シークエンス等の遺伝子情報の利用にはオプトイ
ンが必要となっている。
　今回の改正では、新たに仮名加工医療情報の利
用が次世代医療基盤法のオプトアウトで可能とな

った。仮名加工医療情報は、他の情報と照合しな
い限り、個人を特定できないよう加工した情報と
定義され、以前までの匿名加工医療情報では利用
ができなかった特異な臨床検査値の情報や希少疾
患名等の詳細な医療情報も利用可能となるため、
個人の特定リスクが増加する。改正が審議された
国会の中でも、オプトアウトにより提供者の権利
が適切に保護されるかという観点の議論も行われ
た２）３）。研究に利用される医療情報における個人
の特定可能性に関しては、扱う情報の特性や、情
報保護の IT 技術の進歩にも依存する。研究実施
時の情報の有用性と個人情報保護の適切なバラン
スを継続して検討していく必要がある。
　望まれる検討の方向性

　仮名加工医療情報の利用が可能となり、より詳
細な医療情報が、個人情報が保護された上で、研
究開発に利用可能となったことは望ましい方向で
ある。今後も、改正の議論の中で要望が出された
遺伝子情報の利用を含めた情報の拡大や、オプト
アウトによる利用の停止が研究結果に与えるバイ
アスに関する検討が行われる際には、扱う情報の
特性と個人情報保護を考慮し、都度適切な対応を
用意する必要がある。図２に情報提供者の権利保

図２　情報提供者の権利保護と情報利用への影響
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出所：医薬産業政策研究所にて作成

２）衆 議 院、第 211 回 国 会 衆 議 院 内 閣 委 員 会 第 12 号、https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/
kaigiroku/000221120230412012.htm

３）参議院、第211回国会 参議院 内閣委員会 第14号、https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=121114889X01420230516

https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000221120230412012.htm
https://www.shugiin.go.jp/Internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000221120230412012.htm
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護の選択肢とそれらに応じた研究への影響を簡易
的にまとめる。この検討は、本邦に限ったもので
はなく欧州のヘルスデータに関する規則案である
EHDS（European Health Data Space）における
二次利用の方法を検討する場でも同様に生じてい
る。大きく、情報を自身で管理できる環境とする
ためにオプトインやオプトアウトの採用を望む患
者団体等の意見と４）、研究結果への影響を考慮し
てオプトアウトの採用に対して懸念を示す医学・
ヘルスケア関連団体の意見が存在している５）。こ
のように、情報提供者の権利保護は多様な立場の
方が納得する結論を出すことが非常に難しく、医
療情報を研究利用する際には、常に検討される課
題となっている。利用者が求める詳細な医療情報
を収集するためには、情報の提供者となる国民の
信頼を獲得するための施策の継続的な検討が不可
欠である。

　①－2　情報利用の透明性

　現状と課題

　情報の提供者である国民に制度の趣旨を理解し
てもらい、情報提供への不安を払拭するように努
めることは、制度への積極的な協力を促すために
重要となる。医療情報を利用した研究では、情報
の提供者に自らの医療情報がどのような目的で誰
に利用されているのか、どのような処理によって
個人情報が保護されているかを周知する活動が増
加しており、このような取り組みは、国民の制度
理解の向上や情報利用の透明性を高め、オプトア
ウトを利用した停止を減らすことにも繋がると考
えられる。
　現時点では、次世代医療基盤法の利用実績は、
各認定作成事業者のウェブサイトにて掲載されて

おり、認定作成事業者によって公開情報の範囲は
異なるものの、課題名や活用された情報、利用申
請企業等が公開されている。類似した情報を扱う
国内のバイオバンクにおいても、情報提供に関す
る情報公開について、12施設中８施設が情報を利
用した研究課題の名称、12施設中７施設が情報の
提供先となる機関名をウェブサイトで公開してい
る状況である６）（2021年２月時点）。
　望まれる検討の方向性

　国民の制度理解の向上や情報利用の透明性を高
めるために、容易にアクセスが可能な場所への情
報公開は継続して実施されることが望まれる。欧
州のEHDSに対してオプトイン又はオプトアウト
望む意見書の中においても、自身の医療情報の利
用状況を把握できる状態とすることが求められて
おり、利用状況の開示は国民の信頼性の確保に繋
がると考えられる４）。公開される情報には、情報
を利用する企業が研究内容を非公開としたい競争
領域に関する情報が含まれる場合もあり、公開の
範囲や方法については慎重な検討が必要となる。
　また、仮名加工医療情報の利用が可能となるこ
とにより、認定仮名加工医療情報作成事業者では
誰の情報が何の目的でどこの研究機関へ提供され
たかという情報の追跡が可能となる。今回の改正
では、個人の識別行為は薬事審査に係る審査機関
からの調査に回答する場合を除き認められていな
いが、将来的には、より情報利用の透明性を高め
る活動として、厚生労働省が進めるマイナポータ
ルを経由した医療情報共有等と連携することによ
り７）、個人への情報提供やバイオバンクで導入が
検討されているような双方向のコミュニケーショ
ンの導入の検討も可能となる８）。将来的に、この
ような機能が実現することになれば、UK Biobank

４）European Cancer Organisation, The European Health Data Space and the opt-in versus opt-out discussion: ECO 
Statement of View, https://www.europeancancer.org/resources/321:the-european-health-data-space-and-the-opt-in-
versus-opt-out-discussion-eco-statement-of-view.html

５）Enabling effective secondary use of health data in Europe: specific recommendations for a potential optout 
mechanism for the EHDS, https://www.efpia.eu/media/h3qd3u34/opt-out-statement-multistakeholders.pdf

６）日本医療研究開発機構、バイオバンク利活用ハンドブック第３版、https://www.amed.go.jp/content/000085128.pdf
７）厚生労働省、健康・医療・介護情報利活用検討会 医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ とりまと

め、https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00005.html
８）健康・医療戦略推進本部、第11回 ゲノム医療協議会 資料2－1、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/genome/

genome_dai11/gijisidai.html

https://www.europeancancer.org/resources/321:the-european-health-data-space-and-the-opt-in-versus-opt-out-discussion-eco-statement-of-view.html
https://www.europeancancer.org/resources/321:the-european-health-data-space-and-the-opt-in-versus-opt-out-discussion-eco-statement-of-view.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/genome/genome_dai11/gijisidai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/genome/genome_dai11/gijisidai.html


23政策研ニュース No.70　2023年11月

で実施されている研究結果の個人へのフィードバ
ックや、利用者が個別の研究で必要となったQOL
調査などの追加情報取得の国民への参加依頼も認
定作成事業者を介すことで、利用者が個人を識別
しない形で可能となり、医療情報の利用の選択肢
が広がる可能性がある。

　①－3　情報提供状況の管理

　現状と課題

　次世代医療基盤法では、個人が複数の医療機関
等を利用した際に、認定作成事業者によって同一
の人物の情報として情報を連結できる点も大きな
利点として挙げられている。そのような状態を想
定すると、国民は各医療機関、自治体等で都度オ
プトアウトに関する説明を受けることとなる。医
療機関においても、匿名加工医療情報と仮名加工
医療情報のそれぞれに関して、制度の通知患者と
未通知患者の管理や、オプトアウトによる停止手
続き等の煩雑な管理が必要となり、仕分処理の過
程で人的な過誤が生じるリスクが増加する。ワー
キンググループにおいても、医療機関でのオプト
アウト通知の簡素化による負担軽減が求められた
が、今回の改正の検討の中で方針の変更はなされ
なかった。

　望まれる検討の方向性

　現在は、国民の制度への理解向上が求められて
おり、丁寧な説明が求められているが、将来的に
は、医療情報取扱事業者単位での管理ではなく、
国民単位で通知やオプトアウトを利用した停止を
管理できる環境への移行も考えられる（図３）。既
に医療情報の一次利用では、他の医療機関への情
報共有の同意をマイナポータルで管理可能とする
計画がされており、このような管理の方法を二次
利用においても踏襲することにより、情報の提供
者や医療機関の負担軽減に繋がることが期待され
る９）。制度に参加する医療情報取扱事業者の数が
限られる現段階では、連結可能な情報が限られて
おり、次世代医療基盤法の利点を最大に活かすた
めには、後述の②－2で示す参加する医療情報取扱
事業者の拡大が優先される。しかしながら、将来
的に本制度が拡大していくためには、情報提供者
である国民と医療情報の管理を担う医療機関の双
方の負担を軽減するための重要な論点であると考
える。多様な医療情報を連結するうえで、個人の
情報を一括管理することは、国民の名寄せを行う
上でも有効となる。厚生労働省の会議体では、
次世代医療基盤法の名寄せにオンライン資格確認
の基盤を利用することが想定される事例として
示されている10）。情報提供者が共通のIDを有する

図３　情報提供状況の管理方法

情報提供の通知

情報提供の
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情報提供の通知
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理管ので位単民国理管ので位単者業事扱取報情療医

出所：医薬産業政策研究所にて作成

９）厚生労働省、第18回健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ 資料２、https://www.
mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html

10）厚生労働省、第２回 医療等情報の連結推進に向けた被保険者番号活用の仕組みに関する検討会 資料２、https://www.
mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000293890_00004.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35017.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000293890_00004.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000293890_00004.html
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ことは、幅広い情報源に由来する情報を利用
する上でもメリットが大きいと考えられる（後述
②－1）。

②　情報の集約

　②－1　認定作成事業者の在り方

　現状と課題

　現在の次世代医療基盤法の運用では一般的に、
一つの医療情報取扱事業者が保有する情報は一つ
の認定作成事業者のみを経由して利用者へと提供
されている。現時点で主に利用されている電子カ
ルテデータやレセプトデータは、複数の認定作成
事業者が提供を行っており、利用者の立場からは、
自らが実施しようとする研究課題が、どの認定作
成事業者が提供している情報と親和性が高いのか
判断することが困難な状況にある。2023年５月時
点では、匿名加工医療情報の作成事業者として認
定されているのは３事業者であり、ワーキンググ
ループでは、扱う情報量や情報の種類を増加する
ために認定作成事業者の増加を求める意見も出て
いる。一方で、現行の運用が継続すると、認定作
成事業者の増加に伴って医療情報の偏在が進むこ
ととなるため、認定作成事業者が増加した際の情
報の管理方法に関しても検討が必要となる。

　望まれる検討の方向性

　ワーキンググループにおいても、利用可能な情
報の種類や量を利用者が検索しやすくするために
データカタログの公開が求められた。このような
保有する情報を検索可能とする仕組みは、情報へ
のアクセス性向上の観点から、各認定作成事業者
で作成するのではなく、AMEDのゲノム医療実現
バイオバンク利活用プログラムで作成されたよう
な、情報管理者（認定作成事業者）間の横断検索
システムとしての構築が望ましいと考える11）。
　さらに、長期的な視点で考えると、悉皆性の高
い情報を利用して、より精度の高い研究結果を創
出していくためには、電子カルテデータやレセプ
トデータ等の基本的な情報の収集を医療 DX の推
進で計画されている全国医療情報プラットフォー
ムに一元化することや、認定作成事業者間の情報
連携の可否を検討していく必要があると考える。
現在までの集約方法は、認定作成事業者が特定の
種類の情報を軸に収集しているが、画像情報を利
用した研究で臨床情報のアウトカムが必要な場合
や、薬剤投与後の予後を確認する研究等の、多様
な情報を組み合わせて解析を行う必要がある場合
は、特定の種類の情報ではなく個人を軸としたラ
イフコースを追跡できる情報として集約されてい
ることが望ましい（図４）。このような多様な情報

図４　多様なライフコースデータの利用に向けて
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出所：医薬産業政策研究所にて作成

11）AMED ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム、バイオバンク横断検索システム、https://biobank-search.
megabank.tohoku.ac.jp/v2

https://biobank-search.megabank.tohoku.ac.jp/v2
https://biobank-search.megabank.tohoku.ac.jp/v2
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が利用可能となる理想的な状況となるためには、
複数の認定作成事業者が提供する医療情報を、利
用目的に応じて連結して研究に利用可能となる仕
組みとなることが期待される。他の認定作成事業
者との間で医療情報の授受を行うことは現行の法
律でも想定されており、契約を結ぶことで可能と
されている。これらの実現には、①－3で示した情
報提供状況の一元的な管理も貢献すると考えら
れ、個人を軸とした情報の管理と併せて検討が進
むことが望ましいと考える。

　②－2　医療情報提供の促進

　現状と課題

　次世代医療基盤法に協力している医療情報取扱
事業者は2023年５月時点で110事業者に留まって
おり、ワーキンググループや国会での議論の中で
も、情報を提供する医療機関の少なさが指摘され
た。このような状況を踏まえて、今回の改正で、
医療情報取扱事業者に対して、医療情報提供等に
より国の施策への協力に努めることが規定され
た。医療情報を利用した研究において、より一般
化可能な結論を導くためには、一定数以上の研究
対象者数が必要となる。希少疾病や特定の医薬品
の副作用リスクを検出するような対象者が限られ
る研究においても、本制度で提供される情報を利
用可能とするためには、より多くの医療機関の協
力が必要となる。
　望まれる検討の方向性

　今回の改正で新たに加えられた条文では、医療
情報の提供は努力義務となっている。制度の参加
に伴って生じる医療機関や自治体の作業負担の増
加を考慮すると、参加の可否を医療情報取扱事業
者の自主性に委ねた運用の中で、参加する医療機
関や自治体を拡大することが可能であるか否か
は、今後の参加医療機関の推移を踏まえて検討が
必要となる。後述する医療 DX の推進において、
電子カルテデータの標準化が進められており、一
次利用での規格の標準化が進むことが見込まれて

いる。情報集約の簡易化に伴い、制度参加への敷
居が低くなり、参加する医療機関や自治体の拡大
と共に、国民への制度の周知が進んでいくことが
望まれる。

　②－3　情報の標準化

　現状と課題

　複数の医療機関等から提供される情報を一つの
研究で利用するためには、各施設の情報を同様に
扱うことの妥当性が求められる。情報の標準化と
いう観点では、情報の形式や使用する用語を統一
するといった構造的な標準化と、検体の管理方法
や検査時に使用する機器の違いなどに由来する質
的な標準化の双方が重要となる。構造的な標準化
の重要性は既に周知され始めており、厚生労働省
が主導する電子カルテの普及や厚生労働省標準規
格の整備により解決に向けた検討が始まってい
る。質的な標準化に関しては、単一の医療機関で
診断から治療までが行われる一次利用の中では問
題となりづらく、二次利用の際に調整が求められ
ることが多い。PMDAから発出されている、製造
販売後調査でのアウトカム定義のバリデーション
実施に関する考え方の通知等も質的な標準化に関
する通知であり、このような標準化に関する検討
の必要性は医療情報を二次利用した研究の開始を
遅れさせる要因の一つとなる12）。
　望まれる検討の方向性

　情報の標準化の検討は、構造的な標準化と質的
な標準化の双方が、政府が進める医療 DX の推進
と大きく関わっている。構造的な標準化の観点で
は、電子カルテデータの標準化が動き始めており、
将来的には、全国の情報を統合することが可能と
なることが想定される。質的な標準化の観点にお
いても、電子カルテ情報共有サービスの構想が公
表されており、一次利用においても医療情報の共
有が進められている中で、レセプト病名を始めと
する医療情報の二次利用を困難とする課題に関し
ても、同時に解消に向かうことが期待される13）。ま

12）独立行政法人 医薬品医療機器総合機構、製造販売後データベース調査で用いるアウトカム定義のバリデーション実施に
関する基本的考え方、https://www.pmda.go.jp/files/000235927.pdf

13）内閣官房、医療DXの推進に関する工程表、https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/iryou_dx_suishin/pdf/suisin_kouteihyou.pdf

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/iryou_dx_suishin/pdf/suisin_kouteihyou.pdf
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た、臨床検査値の単位等の細部にわたる標準化は、
AMED の事業である臨中ネットでも検討がなさ
れており、これらの事業間の連携も必要となる。
検体から得られる情報の質的な標準化の検討は、
現時点で次世代医療基盤法よりも詳細な医療情報
を扱うバイオバンクにおいて検討が進んでいる。
特に生体試料の扱い方の方針として、暫定版では
あるがバイオバンク利活用ハンドブックの資料編
がAMEDのウェブサイトで公開されている14）。こ
れらの外部動向も踏まえて、複数の医療機関等か
ら提供される情報が研究を進めるうえで扱いやす
くなるための検討が進むことが望まれる。

　②－4　情報の種類の拡大

　現状と課題

　次世代医療基盤法で提供された医療情報の実績
は、2023年５月時点で電子カルテデータ、DPC調
査データ、レセプトデータの３種類のみに限られ
ており、ワーキンググループにおいても種類の拡
大が求められた。今回の改正では、NDB等の公的
データベースとの連結が可能となったことによ
り、特定健診や死亡情報などの情報が将来的に利
用可能となり、利用可能な情報の幅が広がった。
しかしながら、NDBは高齢者の医療の確保に関す
る法律に基づき、匿名化された情報として利用さ
れているため、NDBとの連結は匿名加工医療情報
での利用に限られる。今回の改正で新設された仮
名加工医療情報として利用することはできないた
め、今回の改正が利用の促進に繋がるのかという
問題提起が国会でもなされた。ワーキンググルー
プでは、他にもバイオバンクや学会が保有するレ
ジストリとの連結についても要望が出されてお
り、学術機関や民間企業が管理する情報との連結
の可否についても今後の検討が期待される。
　望まれる検討の方向性

　医療情報を研究で利用する際には、遺伝子変異
の情報やエンドポイントとなる評価指標の結果な
ど、通常診療では入手することが少ない情報も必

要となる場面も多く、今後も情報の増加に関する
検討が継続することは、研究の幅や精度の向上に
繋がる。利用者の立場に立つと、研究の立案を行
う際に利用可能な情報の選択肢が多いことは望ま
しいものの、医療情報の収集や管理には一定のコ
ストを要するため、認定作成事業者の収益を考え
ると、必要となる情報の種類には一定の優先順位
を付けることが求められる。情報の結合の前提と
して、情報入手時の情報提供者への同意取得の方
法が問題となることは前述のとおりであり、次世
代医療基盤法における丁寧なオプトアウト以外の
方法を用いて収集されたバイオバンク等の情報と
の結合に向けた検討も期待される。更に、外部の
情報と結合する際には、結合に用いる個人の識別
子が存在しないことが多いことも大きな障害とな
る。マイナンバー制度の導入時にも、他の資格情
報等との照合や紐づけにおいて不具合が発生して
おり、既存のデータベースとの結合は難易度が高
いと想定されるため、オンライン資格確認等の活
用も情報の種類の拡大のためには重要な課題とな
る。

③　加工医療情報の提供

　③－1　情報利用の方法

　現状と課題

　匿名加工医療情報の利用者には国からの認定は
求められていなかったが、今回の改正で新設され
た仮名加工医療情報を利用する際には、利用事業
者も国から認定を受ける必要が生じることとなっ
た。改正法の施行までに改定されるガイドライン
に含まれる認定要件に応じて、利用者にも相応の
安全管理措置が求められることとなる。法改正後
に開催されたワーキンググループでは、情報提供
の際の安全管理措置の方法として新たにクラウド
を利用した情報利用が検討されることが示され
た。先行して検討がなされている NDB 等の情報
を扱う医療・介護データ等解析基盤でも、解析用
に提供される情報を利用者の管理下に置かない情

14）国立研究開発法人日本医療研究開発機構、バイオバンク利活用ハンドブック〈資料編〉、https://www.amed.go.jp/
content/000105593.pdf

https://www.amed.go.jp/content/000105593.pdf
https://www.amed.go.jp/content/000105593.pdf
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報管理の方法が提案されており、類似した安全管
理措置の方向に進むことが見込まれる15）。
　望まれる検討の方向性

　クラウドを利用して情報の安全管理措置を強化
する方法は、世界的にもバイオバンク等で採用さ
れ始めており、より情報の漏洩や不適切な利用を
制限する方法として期待されている。クラウドを
利用することにより、機微な情報を利用者が管理
する解析環境に移動することなく、解析の実行を
可能とする情報管理の方法は、情報と利用者の双
方を隔離する方法と、情報のみを隔離する方法の
二つに大きく分類できる（図５）16）。これらの解
析基盤の導入には、大きな初期コストを要するた
め、求められるセキュリティの強度と設備への投
資のバランスを考え、適切な方法を検討していく
必要がある。解析の側面からも研究計画を策定す
る前に蓄積された情報を使用する後ろ向きの研究
では、特に外部対照群を利用する場合には、恣意
的な結果となることを防ぐために、評価項目の情
報にアクセスすることなく解析方法を検討するこ
とが望ましいとされており、情報のみを隔離する
方法は研究に介入するバイアスを軽減することに
も貢献し得る17）。

　③－2　利用手順の簡易化

　現状と課題

　研究を効率的に実施するためには、利用申請か
ら一貫した利便性の高い手続きで、短い期間で情
報へのアクセスが可能となることが望ましい。次
世代医療基盤法での利用者が情報を入手するまで
のプロセスは、認定作成事業者ごとに運用されて
いるが、研究課題の特徴ごとに認定作成事業者を
選択する必要がある現在の仕組みでは、利用者が
研究の特徴に応じて異なる認定作成事業者の情報
を利用する場合もあり、認定作成事業者で異なる
プロセスの多様化は望ましい方向ではないと考え
られる。
　望まれる検討の方向性

　利用者にとって制度を分かりやすいものとする
ためには、利用の申請方法から、利用可否の審査、
情報の入手方法までのプロセスが統一された仕組
みとなることが望ましいと考える。特に③－1で言
及した情報利用の方法は、認定作成事業者ごとに
解析環境を構築して、異なる解析環境の利用方法
や情報管理のルールを都度習得する状況は、利用
者にとって非効率な状況を招く。さらに、ワーキ
ンググループで検討されているクラウド利用の場
合を想定すると、用意される環境はセキュリティ
の確保のために外部との情報の授受が制限される

図５　情報利用方法の種類
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出所：医薬産業政策研究所にて作成

15）厚生労働省、第15回 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会 資料１、https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00040.html
16）医薬産業政策研究所、政策研ニュースNo.69 ゲノム情報を研究利用する際の情報の流れ、https://www.jpma.or.jp/opir/

news/069/05.html
17）日本製薬工業協会 医薬品評価委員会、薬事申請に Real World Data を外部対照として利用する際の留意点、https://

www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/ds_202207_rwd.html

https://www.jpma.or.jp/opir/news/069/05.html
https://www.jpma.or.jp/opir/news/069/05.html
https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/ds_202207_rwd.html
https://www.jpma.or.jp/information/evaluation/results/allotment/ds_202207_rwd.html
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と想定される。解析時に必要となるライブラリや
パッケージと呼ばれるコード群や、比較群となる
別途実施された臨床試験の結果等を解析環境に持
ち込む仕組みや、異なる目的の研究課題で利用す
る情報が混在しないような仕組みも統一されたも
のであることが望まれる。これらの運用方法は、
認定作成事業者間で連携し、共通化された規定と
なることが望ましいと考えられる。
　②－3で触れた情報の標準化という観点では、医
療情報取扱事業者から認定作成事業者への情報だ
けでなく、認定作成事業者から利用者に提供され
る情報の構造的な形式も、認定作成事業者間で統
一することにより、利用者のデータ構造の把握や
解析コードの再利用等の研究の効率化への寄与が
期待される。

　③－3　利用者の管理

　現状と課題

　今回の改正で仮名加工医療情報の利用が可能と
なったことに伴い、仮名加工医療情報の利用者の
認定を安全管理等の基準に基づき国が行うことと
なった。認定作成事業者は、国の認定に基づいて、
利用者に仮名加工医療情報を提供することとな
る。これまでは、認定作成事業者と利用者だけの
間での情報の授受であったため、利用者の管理は
容易であったが、仮名加工医療情報の利用では、
加えて国やクラウド事業者とも資格証明等の情報
の授受が必要となり、情報の管理が煩雑となるこ
とが想定される。
　望まれる検討の方向性

　資格情報や、各利用者が利用可能となった医療
情報を正確かつ効率的に管理する仕組みは、デジ
タル庁が推進する Trusted Web と親和性が高
い18）。利用者の資格情報や仮名加工医療情報の授
受の管理に分散型の識別子（DID：Decentralized 
identifier）や検証可能な資格証明（VC：Verifiable 
Credential）を利用することにより、セキュリテ

ィの保護を一層強化した情報の授受を行うことが
可能となる。現在の制度では、不正利用に対して
は罰則規定が設けられているが、将来的に海外か
らの情報アクセス等の検討がされるとすれば、こ
れらの技術的な安全管理措置の重要度もより増し
てくると考えられる。

④　成果の創出

　④－1　薬事申請での利用

　現状と課題

　改正前に利用されていた匿名加工医療情報は、
匿名加工前の情報に遡ることが不可能であったた
め、薬事承認申請に利用することができなかった。
今回の改正で仮名加工医療情報が利用可能となっ
たことで、加工前の情報まで遡ることが可能とな
り、承認申請に利用できるようになったことは今
回の改正の中で大きな変化のひとつである。しか
しながら、ここでの「可能となった」という表現
は、審査当局が実施する信頼性調査の際に、情報
の照会が可能となったことを意味しており、次世
代医療基盤法の仮名加工医療情報が、オプトイン
を基に構築されている他のレジストリデータと同
様の立ち位置まで来たことを示している。したが
って、以前から存在している外部データを承認申
請に利用する際の様々な問題は依然として残って
いる。厚生労働省は、「承認申請等におけるレジス
トリの活用に関する基本的考え方の通知」を発出
しているものの19）、本邦において承認申請に利用
された事例は少数にとどまっており、直ちに承認
申請での利用が増加するような状態とはなってい
ない。
　望まれる検討の方向性

　臨床試験の外部で取得された情報を承認申請で
利用する際に大きな課題となるのは、比較可能性
の確保とサンプルサイズであると分析がなされて
いる17）。比較可能性の観点では、対象集団やエン
ドポイントのバリデーション及び背景因子の情報

18）デジタル市場競争本部Trusted Web推進協議会、Trusted Web ホワイトペーパーver2.0、https://www.kantei.go.jp/jp/
singi/digitalmarket/trusted_web/index.html

19）厚生労働省、承認申請等におけるレジストリの活用に関する基本的考え方、https://www.pmda.go.jp/files/000239817.
pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/trusted_web/index.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/digitalmarket/trusted_web/index.html
https://www.pmda.go.jp/files/000239817.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000239817.pdf
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が重要であり、②－3で言及した質的な標準化や②
－4で言及した情報の種類の拡大が大きく関連す
る。サンプルサイズの観点では、②－2で言及した
参加医療機関の拡大が関連しており、当該医薬品
の適用範囲となる患者集団において、一定数の症
例数が確保できる規模の情報が必要となる。また、
このような情報を承認申請に利用する際の、信頼
性確保のための通知も出されており、認定作成事
業者においても②－3に関連するような情報の品
質管理等の対応が求められることとなるため相応
の準備が必要となると考えられる20）。

　④－2　成果の国民への還元

　現状と課題

　国民に制度の必要性を認識してもらうために
は、研究成果の情報提供者への還元が必要となる。
還元の方法としては、新しい医薬品の承認申請や
既存の医薬品の安全性リスクの検知等が想定され
る。これらの成果の周知活動は、制度の有用性を
国民が理解し、研究への積極的な協力を促すため
に重要となる。次世代医療基盤法では施行後５年
が経過した現在も、研究の成果はウェブサイト上
では公開はされていない。類似した情報を扱う国
内の３大バイオバンクでは、いずれもホームペー
ジにて研究の成果が公開されており、本制度でも
同様の公開が求められる。
　望まれる検討の方向性

　次世代医療基盤法に基づく医療情報の利用実績
は2023年５月時点で22課題に留まっており、その
内訳に関しては、国会の質疑の中で、研究プロジ
ェクト実施前の実現可能性の調査のために用いら
れた事例が多いということが示された。実現可能
性の調査は一般的に論文投稿など目に見える形の
成果となりづらく、社会的に影響度が大きい研究
に利用された件数が少ないことが、成果の事例が
公開されていない背景にあると考えられる。全体

の利用数の少なさは、ワーキンググループや国会
でも幾度となく指摘されており、当面の課題とし
ては、成果に繋げるためにも利用者の拡大に向け
た施策が必要となる。国会においては、利用数が
少ない理由として、情報の悉皆性の低さや匿名加
工医療情報の扱いづらさが挙げられていたが、認
定作成事業者の事業継続のための収入の維持が求
められる中で情報の収集が行われていることを考
えると、限られた情報でも試験的な利用数を増や
す施策を行わなければ、今後の発展は難しいと考
えられる。情報の公開に関しては①－2で示した利
用の状況と同様に、成果に関しても情報を利用す
る企業が研究内容を非公開としたい競争領域に関
する情報が含まれる場合もあり、公開の範囲や方
法については慎重な検討が必要となる。

　④－3　利用数の増加

　現状と課題

　次世代医療基盤法の利用数が少ないという問題
の精査は本制度の発展のために重要な事項とな
る。この課題は、国会の答弁で述べられた次世代
医療基盤法で提供されている情報が利用者のニー
ズを満たす情報となっていないことに加えて、本
邦における研究力の低下も一因となっていると考
える。医療情報を用いた研究では、後ろ向き研究
特有の考慮すべき事項も多く、専門的な知識が要
求される。本邦からの論文数が他国と比較して相
対的に低下していることは、文部科学省の調査で
も示されている21）。他国において医療情報を利用
した研究が進んだ場合には、日本人集団に対する
情報の創出が遅れることが懸念される。国会の審
議の中でも、認定作成事業者の収益構造について
指摘がされたが、利用者が存在しないことは本邦
の医療情報基盤の整備への投資の低下や、国民の
情報提供に対する意欲の低下に繋がる恐れがあ
る。

20）厚生労働省、レジストリデータを承認申請等に利用する場合の信頼性担保のための留意点、https://www.pmda.go.jp/
files/000239818.pdf

21）科学技術・学術政策研究所、科学研究のベンチマーキング2023、https://www.nistep.go.jp/research/science-and-
technology-indicators-and-scientometrics/benchmark

https://www.pmda.go.jp/files/000239818.pdf
https://www.pmda.go.jp/files/000239818.pdf
https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-indicators-and-scientometrics/benchmark
https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-indicators-and-scientometrics/benchmark
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　望まれる検討の方向性

　利用数の増加には、幅広い研究課題に対応する
ために、提供される医療情報の種類と量や質の拡
大が求められることに関しては、前項までに述べ
てきた。次世代医療基盤法の利用実績を確認する
と、全22課題の利用者の内訳は17課題が民間企業
で、６課題が学術機関となっている（産学共同課
題１課題）。民間企業や政府における利用数を増や
す施策が必要であることに加えて、研究力の底上
げや教育という観点では、東北メディカルメガバ
ンクや UK Biobank が提供する情報の主な利用者
が学術機関であることを踏まえると、学術機関が
行う研究の対象として選択されている件数が少な
いことが分かる。類似した他の医療情報と比較し
て、学術機関からの情報アクセス数に差が生じて
いる原因の解明も行っていく必要があると考え
る。利用者を増やして、本邦の医療情報基盤の整
備への投資を増やすという観点では、研究力を伸
ばしている中国をはじめとする海外の研究者や、
データの利用を強化している海外の製薬企業に利
用の門戸を開くことも、日本人の情報を利用した
研究成果の蓄積や資金確保の面で有効に働くと考
えられる。

⑤　制度全体

　⑤－1　制度の最適化

　現状と課題

　次世代医療基盤法は、認定作成事業者が丁寧な
オプトアウトによって医療情報を扱うことができ
るようにする法律であるため、①～④で個別の項
目の該当する箇所でも言及したように、本邦にお
ける医療情報の研究開発利用の全体的な最適化を
目指すものではない。認定作成事業者に主体的な
情報の管理が求められていることが、情報の偏在
化等の前述した複数の課題と関連している。ワー
キンググループにおいても、情報の共通化や全体
的な取りまとめを行う準公的機関の必要性が一部
の認定作成事業者からも提起された。認定作成事
業者は事業継続のための収入の維持が求められる
中で情報の提供を行っており、認定作成事業者間
の差別化戦略が行われることは、情報の偏在化や

解析環境利用プロセスの多様化に繋がることが予
想される。
　望まれる検討の方向性

　バイオバンクの動向を見ても、当初は各地で散
発的に開始された事業を、世界的に標準化し、検
索や統合した解析を実施できるような仕組みを
GA4GH（ゲノム情報を用いた医療や医学の発展を
目指す国際協力組織）を中心に検討していたり、
国内のバイオバンクでも AMED 事業として、バ
イオバンク横断検索システムを構築していたりと
分散した情報を一元的に利用可能とする方向に進
んでいる。情報やノウハウの偏在は国内のデータ
利用を発展していくための妨げとなる可能性があ
り、避ける方向での検討が求められる。情報の共
同利用に関しては、今回の改正で利用可能となっ
た NDB が一定の役割を果たしており、いずれの
認定加工事業者も共通で利用できる情報となる。
現在、医療 DX の推進で検討されている、全国医
療情報プラットフォームで管理される情報も、将
来的には研究目的で利用するための検討が計画さ
れている13）。長期的な目線を持つと、電子カルテ
データやレセプトデータ等の基本的な情報は、今
回の改正で利用可能となった NDB と同様に公的
な基盤で収集された情報を利用し、各認定作成事
業者は特色に応じて、医用画像情報の収集やバイ
オバンクとの連携を進め、必要に応じてそれらの
情報を共同利用可能とすることにより、特色を持
った情報の連結、加工等を担っていく方向性も想
定される。今回の改正で利用可能となった NDB
との連結は匿名加工医療情報のみに限られてお
り、将来的に、NDB や全国医療情報プラットフ
ォームで管理される情報が、仮名加工医療情報で
利用可能できるようになるか否かを含めて、公的
な基盤で収集される情報と認定作成事業者で収集
する情報を整理し、公的基盤と認定作成事業者に
おいてそれぞれどのような情報を収集していくべ
きかを検討していくことは、本邦の医療情報基盤
の方向性を決めるためにも重要となると考える。
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　⑤－2　不適正利用への対応

　現状と課題

　今回の改正で利用可能となる仮名加工医療情報
は、匿名加工医療情報と比較すると、個人識別の
可能性が高くなるため安全管理措置に係る厳格な
基準策定の附帯決議が附された。利用者の裾野を
広げるためには、組織に求められる認定基準は緩
和することが必要である一方で、次世代医療基盤
法では医療情報の不適切取得事案が昨年発生して
おり、改正法の施行までに改定されるガイドライ
ンの検討では、利用の促進と安全管理措置のバラ
ンスをとった運用方法の検討が求められる22）。改
正前の次世代医療基盤法における安全管理として
は、組織的安全管理措置、人的安全管理措置、物
理的安全管理措置、技術的安全管理措置が取られ
ており、認定作成事業者に対しては厳格な基準が
求められている。
　望まれる検討の方向性

　法改正後のワーキンググループで提示された、
クラウドを利用した情報利用による安全管理措置
の検討は、利用者の情報利用環境の安全管理の状
態に依存しない技術的な措置であり、利用者の拡
大のためには、これらの発展する情報保護のIT技
術の利用が求められる。安全管理措置の強度が利
用者の組織に依存しないような情報の管理体制
は、情報を提供する国民の安心にもつながると考
えられる。一方で、これらの技術導入には多くの
費用や人的な負担が必要になるため、個々の認定
作成事業者に対応を求めることへの可否は引き続
き検討が必要であると考える。

　⑤－3　人材と資金の確保

　現状と課題

　医療情報を研究に資する状態で管理し、結果の
社会還元に繋がる研究を遂行するためには、医療
情報の管理と利用を適切に行うことができる人材

と資金の確保が重要となる。④－3では研究力の低
下を挙げたが、加えて医療情報の管理を適切に行
う人材も重要となる。文部科学省が主導する「医
療データ人材育成拠点形成事業」は、学術機関に
おける教育カリキュラムを設定し、医療情報を利
用する研究に興味を持つ人材を育成するという観
点で非常に重要な取り組みであり、学術機関から
の本制度の情報の利用数の拡大にも繋がることが
期待される23）。
　資金的な観点では、改正時の国会の議論におい
て、認定医療情報等取扱受託事業者の収支が赤字
となっている点についても議論が及んだ。国会で
は、今後の利用が拡大することにより収支の改善
が期待されることが述べられた。本邦における医
療情報活用基盤の整備に関する公的資金に関して
は、2024年度の医療 DX 推進の予算として、2023
年度より大幅に多い166億円の概算要求が出され
ている24）。これらは、将来的に医療情報の研究開
発利用にもつながるものと考えられるが、医療
DX の推進は、現時点では主に一次利用を想定し
ており、二次利用の環境整備は2030年頃と予定さ
れている。
　望まれる検討の方向性

　次世代医療基盤法の下で加工された医療情報
は、本邦における実際の大規模な医療情報に触れ
る貴重な機会を提供することができる。医療情報
を利用する研究に興味を持つ学生を増やすために
も、学術機関においてより多く利用される仕組み
となるための検討も求められる。例えば、学術機
関に対して研究資金の助成や利用料の優遇を行
い、その対価として研究終了又は論文投稿後に研
究に利用した解析コードやノウハウを利用者コミ
ュニティに公開することを必須とすることによ
り、情報利用の効率化に繋げるといったような検
討が進むと、専門的な研究知識の偏在化の緩和に
もつながると考えられる。英国の診療記録の解析

22）健康・医療戦略推進本部、第７回 次世代医療基盤法検討ワーキンググループ 資料２、https://www.kantei.go.jp/jp/singi/
kenkouiryou/data_rikatsuyou/jisedai_iryokiban_wg/dai7/gijisidai.html

23）文部科学省、医療データ人材育成拠点形成事業、https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/iryou/1414738.htm
24）厚生労働省、令和６年度厚生労働省所管予算概算要求関係、https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.

html

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/data_rikatsuyou/jisedai_iryokiban_wg/dai7/gijisidai.html
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kenkouiryou/data_rikatsuyou/jisedai_iryokiban_wg/dai7/gijisidai.html
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.html
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.html
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基盤である OpenSAFELY では、全ての解析コー
ドと実行ログが公開されており、オープンな学術
的なプラットフォームとして機能している25）。非
営利目的と営利目的の研究間での、研究知識や運
営資金等様々な側面でのより良い協力関係の構築
が望まれる。
　医療情報活用基盤の整備に対する資金に関して
は、EHDSでは欧州委員会から８億1,000万ユーロ
の支援が予定されている。法改正後の本制度の利
用状況を踏まえて、本邦においても一次利用だけ
でなく、二次利用を見据えて設計される医療情報
基盤への投資として、公的資金利用の必要性を考
えたい26）。

まとめ

　現行の次世代医療基盤法の状況から将来的に想
定される大きな論点を列挙した。本稿では、本邦
において医薬品開発や医療政策における医療情報
を用いた意思決定が促進されることを望む立場と
して論点の抽出を試みたが、費用負担等の問題を
踏まえると実現が難しいものも存在しており、異
なる立場から見ると本稿で述べた方針とは異なる
主張が存在するかもしれない。反対意見が出され
る契機となることを含めて、検討が進むための補
助的な資料となることを期待する。
　本稿で示した記載の中では、情報の流れに関連

する内容を各項目で記載したため、それらを踏ま
えて考えられる全体図を図６に示す。オプトイン
又は丁寧なオプトアウトにより取得した情報のみ
が利用可能となる仮名加工医療情報の利用を想定
する場合と、全国医療情報プラットフォームも公
的データベースとして扱うことが可能となると想
定し、匿名加工医療情報との連結が可能となった
際の匿名加工医療情報の利用を想定する場合の二
つの状態を想定し、本稿で提示した望まれる方向
性を法改正後の情報の流れに水色で加えた。将来
的には、NDB等の公的データベースも仮名加工医
療情報として利用可能とできるような個人情報保
護の措置を可能とし、図６の匿名加工医療情報の
流れを仮名加工医療情報でも使用できる状態が理
想であると考える。本稿では、次世代医療基盤法
を基に将来的な理想像を考えたが、より悉皆性の
高い二次利用のための医療情報基盤の構築におい
て他国の遅れをとらないようにするのであれば、
医療 DX の推進で計画されている全国医療情報プ
ラットフォームの情報を二次利用にも利用可能と
する動きを加速し、公的機関と認定作成事業者が
収集する情報の役割分担を明確化する必要があ
る。情報に基づく意思決定ができる国となるため
に、各ステークホルダーの意見を尊重し、発展的
な検討が継続的に行われることを期待したい。

25）OpenSAFELY, OpenSAFELY Jobs, https://jobs.opensafely.org
26）European Commission, Questions and answers - EU Health: European Health Data Space （EHDS）, https://ec.europa.

eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2712

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_2712
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図６　本稿で提案する次世代医療基盤法の情報の流れ
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